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ごみは、燃：燃えるごみ／粗：粗大ごみ／缶：空き缶、空きビン／ガ：ガラス、せともの 
雑：雑誌、チラシ／新：新聞紙／ペ：ペットボトル／白：牛乳パック、白色トレイ 

　今年の滝地区田植えまつりでは、
小さな子どもも大活躍。教わっ
たとおりに田植え縄の赤い印の
ところに苗を植えることができ
ました。 
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News & Topics

みんな、みんなの子どもです 

西原村職員採用試験・自衛官募集 

むらのわだいむらのわだい むらのわだい 
滝地区田植えまつり、食品衛生協会西原支会総会、瑞宝双光章受章 
阿蘇郡市体育協会表彰、阿蘇郡市民体育祭、阿蘇郡市中体連 
中学校通信陸上県大会、社会を明るくする運動強調月間 
大津署防犯功労者表彰、青少年健全育成村民会議総会 
阿蘇ミルク牧場来場200万人突破 

曜日 備考 行事／暦 
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西原村の今月の行事は、下記のようになっています。 
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村県民税第2期納期限 

国民健康保険税第4期納期限 
介護保険料第3期納期限 

 
 
特設人権相談（改善センター） 
にしはら女性元気セミナー（改善センター） 
阿蘇郡市人権同和教育研究大会　ホンダ夏まつり（HSR九州） 
 
 
３歳児健診（改善センター） 
 
ＥＭ配布日　 
 
 
母子手帳発行ｐｍ 
 
 
 
 
 
星空観察会（風の里キャンプ場） 
ＥＭ配布日 
第２回環境学習会（大切畑堤） 
寿生大学 
 
 
西原村夏まつり（阿蘇ミルク牧場） 
 
母子手帳発行ｐｍ　  
 
 
ＥＭ配布日 　ひよこ学級ｐｍ（改善センター） 
 
 
 
にしはら女性元気セミナー（改善センター）　防災の日 
 
小中学校始業式 
 
熊日金婚夫婦表彰式（改善センター） 
 
 
 
高遊原相撲大会 
ＥＭ配布日 

村の人口 
世帯数 

男 

女 

計 

2,193世帯 

3,253人　 

3,431人　 

6,684人　 

＋1 

－8 

－2 

－10

平成19年６月末現在 

お誕生おめでとうございます。 

男 

女 

女 

男 

女 

男 

男 

女 

男 

Ｈ19.６.14 

Ｈ19.６.16 

Ｈ19.６.19 

Ｈ19.６.25 

Ｈ19.６.28 

Ｈ19.７.３ 

Ｈ19.７.５ 

Ｈ19.７.７ 

Ｈ19.７.８ 

松本　　光（83） 

吉川イツメ（85） 

小糸マサコ（92） 

故人名（年齢） 

松本シヅ子 

鑓水　妙子 

小糸　　一 

遺族氏名 

宮　山 

万　徳 

下小森 

地区名 

西山　昌見 

大津谷勝明 

森下　裕文 

森山　美成 

山　　裕和 

丹波　淳一 

井上　憲治 

丹波　良雄 

　田　裕介 

小　森 

布　田 

北向・新屋敷 

小　野 

布　田 

布　田 

新　所 

上布田 

布　田 

出生児名 性別 生年月日 保護者 地区名 

西山　　蓮 
れん にしやま 

大津谷桜子 
さくらこ おお だに つ 

森下　聖音 
し おん もり した 

森山晃一朗 
こう いち ろう もりやま 

山　　璃湖 
り こ やまさき 

丹波　　蓮 
れん たん ば 

井上　倖太 
こう た いのうえ 

丹波　実侑 
み ゆ たん ば 

　田　宗達 
そう たつ みの だ 

平成19年７月17日現在 

平成19年７月17日現在 
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夏の青少年健全育成県民総ぐるみ運動 

青
少
年
の
非
行
防
止
は 

地
域
全
体
で
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
！ 

みんな、みんなの子どもです 
　７、８月の２か月間は青少年の生

活のリズムが乱れ、非行に陥りやす

いとされています。それぞれの家庭、

学校、職場、地域社会の実情に応じ

た具体的な活動にあなたも積極的に

参加して、県民一人ひとりが青少年

の非行問題に取り組みましょう。 

　少年非行の傾向は、県内では、全

刑法犯の41.9％を少年が占めており、

全国平均（32.7％）を大きく上回っ

ています。 

　また、インターネット等の各種メ

ディアによる有害情報の氾濫など新

たな問題や、少年を被害者とする犯

罪も増加しており、少年を取り巻く

社会環境の悪化が進んでいます。青

少年が関係する事件が起こるたびに、

家庭や学校、地域における教育機能

の低下が指摘されています。 

　21世紀の熊本を担う青少年が健全

に育つためには、県民一人ひとりが

地域の子育てに関わり、家庭、学校、

職場、地域社会が一体となって、青

少年のための社会環境づくりに取り

組むことが必要です。 

　そこで熊本県及び熊本県青少年育

成県民会議では、７、８月の２か月

間を「夏の青少年健全育成県民総ぐ

るみ運動」の期間とし、県民総ぐる

みで青少年の健全育成のための施策

や諸行事を展開します。 

　全国的にみると平成18年の飲酒、

喫煙、深夜はいかいなどの不良行為

少年の補導人員は、平成9年から10

年間で2倍近くに増えています。特に、

そのうちの約半数を占める深夜はい

かいは、10年間で約2.8倍となりま

した。 

　子どもたちが夜遅くまで出歩くこ

とは、様々な非行行為の入口となる

ばかりでなく、子どもが犯罪の被害

に遭うきっかけともなります。  

　また、最近では、出会い系サイト

に不用意にアクセスしたことをきっ

かけにして犯罪に巻き込まれるケー

スが増えてきました。平成18年中の

出会い系サイトに関係した事件の件

数は1,915件と、前年（1,581件）

と比べて334件（21.1%）増加しま

した。被害者数1,387人のうち、18

歳未満の被害者は、その8割を超え

る1,153人に達しています。軽い気

持ちでアクセスする行為は大変危険

です。 

　各都道府県警察には、少年サポー

トセンター等の少年相談専用窓口が

設けられており、家庭問題や交友問

題、学校問題等、少年たちのどんな

悩みも受け付けています。 

　日ごろの生活で気がかりなことが

あれば、一人で悩まずに気軽にご相

談ください。 

熊本県少年相談専用窓口 

肥後っ子テレフォン 

　0120‐02‐4976 

　096‐384‐4976

重点目標 

（1）有害環境の浄化 

（2）不良行為少年への的確な対応 

（3）初発型非行の防止 

（4）再非行（再犯）の防止 

（5）いじめ・暴力行為等の問題行

　　　動の防止 

（6）薬物乱用対策等の推進 
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　６月17日、都市部に住む人たちとの交流による地域活
性を目的とした滝地区主催の田植えまつり交流会が、滝
交流農園で催されました。10回目を迎えた今回は、家族
連れなど約50人の参加があり、地元の方たちの指導を受
けながら５アールほどの田んぼに、田植え縄に沿って苗
を手植えしていきました。 
　子どもから大人まで泥だらけになって汗を流したあとは、
交流を深めるバーベキューもあり、参加者たちはふるま
われた地元産の食材でつくったおにぎりや焼きそばなど
を堪能しながら、西原村の自然や次のイベントについて
話が弾んでいたようです。 

　平成19年度食品衛生協会西原支会の通常総会が６月26日、
構造改善センターで開かれました。会員約90人が出席する
中、坂本健一会長から「食の安全に対する信用を失うのは
一瞬です。食中毒への理解を深め清潔を保ち、安心・安全
に努めていきましょう。」とあいさつがあり、18年度の事
業報告や収支決算、19年度の事業計画および収支予算など
の議案が審議されました。 
　総会後には食品衛生講習会も行われ、阿蘇保健所から食
中毒の原因と対策や食品表示などについて説明があり、会
員は真剣な様子で耳を傾けていました。講習を受講した事
業所には講習済みのステッカーが配布されています。 

▲  

講
習
を
受
け
る
会
員 

食品衛生協会西原支会総会 

▲  

表
彰
さ
れ
た
森
田
さ
ん（
左
） 

と
坂
田
さ
ん（
右
） 

阿蘇郡市体育協会表彰 

▲ 

田
植
え
に
汗
を
流
す 

参
加
者
た
ち 

田植えを通して交流 

　西原村教育長として多年にわたり村の教育にご尽力いただ
いた増永孝徳さん（古閑）が、５月に瑞宝双光章（春の叙勲）
を受章され、このほどその伝達が行われました。増永さんは、
昭和36年に中学校教諭に任じられ、山西小学校校長を退職
する平成９年３月31日までの36年間にわたり、情熱と愛情
をもって児童生徒の学習や生活指導をはじめ、教職員の指導
にあたってこられました。 
　また、平成９年から平成17年12月まで西原村教育委員会
において、学校教育に携わった経験を活かして教育・文化行
政の推進に貢献され、その功績が認められたものです。おめ
でとうございます。 

　７月８日、阿蘇郡市民体育祭の総合開会式で、本村ゲート
ボール協会の森田健次郎（小野）さんと、剣道協会の坂田哲
也さん（大切畑）が阿蘇郡市体育協会表彰を受けられました。
これは市町村体育協会のスポーツ指導者として10年以上在
職し、特に功労のあった方に贈られるものです。 
　森田さんはゲートボール協会長を６年、事務局を10年以
上勤められ、その間に審判１級を取得し指導するなど、ゲー
トボールの普及発展に貢献されています。また坂田さんは、
村の少年剣道教室の指導者として14年にわたり指導を続け、
剣道を通して青少年健全育成に貢献されています。受賞おめ
でとうございます。 

▲ 

受
章
さ
れ
た
増
永
さ
ん 

元西原村教育長 増永孝　さん 
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　７月８日に阿蘇市、産山村の各会場で、第
61回阿蘇郡市民体育祭が開催されました。当
日は、途中から雨が降り出し、会場や日程が
変更になるなど目まぐるしい一日となりまし
たが、本村からは、グラウンドゴルフなどの
８競技に121人が出場し、それぞれの競技で
熱戦が繰り広げられました。また、ALTのエ
ミリーをピッチャーに迎え、数年ぶりの出場
を果たした女子ソフトボールは、決勝戦棄権
となりましたが、２位に入賞しました。 
　７月15日には、阿蘇市農村公園あぴかで陸
上競技の部が開催されました。村内から15人
が200ｍや走り幅跳びなどの競技に出場して、
男子の部２位、総合成績３位と大健闘を果た
しました。結果は次のとおりです。（敬称略） 

阿蘇郡市民体育祭 

阿蘇郡市中体連総合体育大会 

２位　ソフトボール女子 
３位　軟式野球　剣道　ゲートボール男子 
　　　バレー男子・女子　　　　　　 
陸上競技（男子の部） 
200ｍ20歳代　優勝　山下圭介 
1500ｍ40歳代　３位　手嶋成明 
3000ｍ60歳代　優勝　田村勝春　 

30歳代　優勝　岩木憲一 
5000ｍ29歳以下　２位　古庄孝基 
４×100mリレー30～49歳 ２位　 
　吉田勝矢　桂志郎　 
　山田孝　村上文英 
４×200ｍリレー29歳以下 ２位 
　山下圭介　山下幸之助　 
　須藤将吾　倉田英之 
走幅跳30歳代　優勝　吉田勝矢  
　　　　　　　２位　山田孝　４位　村上文英 
砲丸投40歳代　４位　城下昭徳 
砲丸投29歳以下　優勝　大原夏彦 

エミリー投手大活躍 

陸上男子の部２位 

休部を乗りこえての出場！ 

大会結果 

大会結果 

大会結果 

　６月30日から７月１日にかけて、阿蘇郡市中
体連総合体育大会が開催されました。阿蘇市や
南阿蘇村の会場で行われた各試合に、西原中学
校の部員が出場して熱戦を繰り広げました。 
　各部とも３年生を中心に一
致団結し、これまで日々練習
してきた成果を発揮しようと
優勝を目指して試合に挑み、
卓球男子団体が見事優勝を果
たしました。結果は次のとお
りです。（敬称略） 

中学校通信陸上競技大会県大会 

　第53回全日本中学校通信陸上競技大会熊本
県大会が、７月７、８日に県民総合運動公園
陸上競技場で開かれ、西原中学校陸上部が出
場しました。 
　大会は２日ともあいにくの雨天となり、コ
ンディションの良い状態ではありませんでし
たが、選手たちは自己ベストを更新しようと
競技に臨み、自分の持てる力を全力で発揮す
る走りや跳躍をみせていました。結果は次の
とおりです。（敬称略） 

テニス優勝の城下・中村組 

卓球男子 団体 優勝※ 
 個人優勝 松岡誠矢（２年）※ 
 　　３位 岩下雄飛（３年）※ 
卓球女子 団体 ３位 
 個人３位 坂田亜奈（３年）※ 
野球 準優勝 

柔道 ３位 村上祐紀（２年） 
　　 ２位 水上もも（１年）※ 
ソフトテニス男子 団体 ２位 
 個人優勝 城下傑・中村晃輔組（３年）※ 
 　　２位 廣瀬雄大・中山隆一郎組（３年）※ 

※県大会出場 

≪男　子≫ 
共通走幅跳 ３位 内田憲吾（３年） 

７位 藤本直樹（３年） 
共通400ｍ ４位 手嶋達也（３年）　 
共通４×100ｍリレー ５位　 
 藤本直樹（３年）内田憲吾（３年）  
 松本光貴（３年）手嶋達也（３年） 
 
≪女　子≫ 
低学年80ｍハードル 優勝 藤本優未（２年）※ 

※九州陸上競技大会出場 

80ｍＨでダントツ 
１位の藤本優未選手（右） 



　７月の社会を明るくする運動強調月間に先がけて、中学生に
も運動を知ってもらおうと、６月29日、西原中学校校長室で西
原村保護司会から、生徒代表の手嶋達也生徒会長に「社会を明
るくする運動」と記された記念品（ペン）などが贈られました。 
　この運動は、統一標語に「防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直
り」を掲げ、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更正に
ついて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪
や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。ま
た、この運動に対する理解を深めてもらうために、村内９箇所
に「社会を明るくする運動」と書かれたのぼり旗を設置して広
報活動が行われました。 

　７月３日、大津警察署で平成19年度大津地区防犯協会連
合会防犯功労者表彰式が行われ、西原村セーフティパトロー
ル隊（堀田由隆隊長）が表彰を受けました。同隊は平成10
年４月に発足。現在までの９年間にわたって、各小中学校や
保育園などへの巡回、夜間営業している事業所に対する防犯
指導などを行い、村での犯罪予防に大きく貢献してきたこと
が認められての表彰となりました。 
　夏休み中は特に子どもたちが外で活動することも多くなり、
犯罪に巻き込まれる危険性が高くなります。犯罪を許さない
よう、私たち一人ひとりが目を光らせましょう。 

▲ 

保
護
司
会
か
ら
中
学
生
へ 

記
念
品
の
贈
り
物 

社会を明るくする運動強調月間 

　７月12日に構造改善センターで、教育委員、ＰＴＡ役員、
関係機関や団体から約50人が出席して、平成19年度西原村
青少年健全育成村民会議総会が開催されました。総会では、
はじめに会長の加藤義明村長から、「関係者皆さんの青少年
問題に対する連携を強化し、子どもたちの健全育成を目指し
てともに見守り応援していきましょう。」とあいさつがあり、
18年度の事業報告や19年度事業計画などの議案が承認され
ました。 
　その後、健全育成村民会議フォーラムというかたちで、出
席者から青少年問題に対する近況、課題などの報告があり、
情報の共有や連携が必要といった意見交換が行われました。 

▲ 

村
民
会
議
総
会
の
よ
う
す 

青少年健全育成村民会議総会 

▲  

表
彰
式
の
よ
う
す 

セーフティパトロール隊 

　７月16日、阿蘇ミルク牧場の来場者が200万人を突破しまし
た。記念すべき200万人目の来場となったのは八代市から親戚
や家族９人で訪れたお客さま。入場ゲートでお祝いのくす玉を
割り、らくのうマザーズの吉田孝壽会長から牛乳１年分やチー
ズ、アイスなど盛りだくさんの牧場製品が贈られました。 
　阿蘇ミルク牧場は、平成12年４月に酪農・乳業の理解促進施
設として河原地区にオープン。その後15年４月には、動物との
触れあいやバターやパンの手づくりといった体験型施設として
リニューアルし、現在では子どもたちが体験を通して食育を学
べる施設としての役割も果たしています。 

▲  

記
念
セ
レ
モ
ニ
ー
の
よ
う
す 

らくのうマザーズ阿蘇ミルク牧場 
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平成19年度　自衛官募集 

平成19年度　西原村職員採用試験 

【問合せ先】自衛隊熊本地方協力本部 阿蘇地域事務所　　0967‐22‐4575

保育所に勤務し、保育業務に従事する 

長部局又は教育委員会等に勤務し、一般事務に従事する 

１人程度 

２人程度 

保育士 

一般事務 

資格免許職 

高等学校卒業程度 

区　　分 職　種 勤務先及び職務内容 採用予定数 

募集種目 

２等 

陸・海・空士 

（男子） 

２等 
陸・海・空士 
（女子） 

一般曹候補生 

航空学生 

看護学生 

応募資格 

18歳以上 
27歳未満 

8月1日（水） 
 
～ 
 

9月7日（金） 

9月 7日（金） 
～ 

9月28日（金） 

9月16日（日） 
～ 

9月27日（木） 

10月5日（金） 
～ 

10月9日（火） 

９月24日（月） 

９月25日（火） 

９月22日（土） 

10月14日（日） 

9月1日（土） 
9月2日（日） 

筆記・口述・ 
身体検査 

高校生・大学生以外の方 
（※受験可能ないずれかの１日） 

高校生・大学生 
 

※細部は別途連絡します。 

平成20年３月・４月採用 

第１次試験 

第２次試験 
（１次合格者のみ） 

第１次試験 
※２次以降は別途連絡します。 

第１次試験 
※２次以降は別途連絡します。 

筆記試験・ 
口述試験 

筆記試験 

筆記試験 

筆記試験 

身体検査 

口述試験・ 
身体検査 

口述試験・ 
身体検査 

筆記試験 
適性検査 

9月17日（月）午後 

9月17日（月）午前 

年間を通じ 
て行ってお 
ります。 

高卒（見込含） 
21歳未満 

高卒（見込含） 
24歳未満 

受付期間 試験期日 試　験　種　目　等 試験場所 

健軍駐屯地 

阿蘇地域振興局 

北熊本駐屯地 

北熊本駐屯地 

阿蘇地域振興局 

北熊本駐屯地 

熊本学園大学 

熊本学園大学 

受験資格 
・資格免許職　 
　昭和57年４月２日から昭和63年４月１日 
までに生れた保育士資格を有する者（取得
見込み含む） 
・高等学校卒業程度　 
　昭和57年４月２日から平成２年４月１日 
　までに生れた者 
 
一次試験の日時 
　９月16日（日）午前８時30分～ 
 
試験会場 
　阿蘇市一の宮町　熊本県立阿蘇高校 
 
試験内容 
・資格免許職 
　教養試験、専門試験（保育士）、作文試験 
・高等学校卒業程度 
　教養試験、適正試験（一般事務）、作文試験 

受付期間 
　７月23日（月）から８月10日（金）まで 
　※土曜日、日曜日を除く 
※郵送の場合は、8月10日（金）までの消
印のあるものに限り受け付ける。 

 
受付時間　午前８時30分から午後５時まで 
 
申込手続 
　西原村発行の申込用紙に必要事項を記入
して、申込先に郵送又は持参すること。 
　郵送する場合は、表に「西原村職員採用
試験申込」と朱書した封筒に、受験票の返
信用として80円切手を貼った封筒（宛先・
郵便番号を明記）を同封し、必ず配達記録
郵便で送付すること。 
 
【問合せ先・申込先】 
　〒861-2492　熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259 
　西原村役場総務課　　096‐279‐3111

7 広報西原８月号 
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年金記録の 
照会について 

検 査 日　９月14日(金) 
受付時間　午前10時から正午まで　 
　　　　　午後１時から午後３時まで 
検査場所　西原村役場 
持 参 物　計量器（質量計等） 
　　　　　手数料　（１台あたり500円～2,200円） 
検査対象計量器 
　・商店等で商品の売買に使用するはかり 
　・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり 
　・学校、病院、保育園等で使用している体重測定用のはかり 
　・農協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり 
　・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり 
　・農業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり 
【問合せ先】役場総務課 情報政策係　　279-3111 
　　　　　　(社)熊本県計量協会　　096-367-7816 
　　　　　　熊本県産業技術センター計量検定部　　096-369-2151

　取引や証明に使用する計量器は、計量法第19条の規定により２

年に１回検査を受けるよう義務付けられています。 

　本村において、下記の日程で検査が行われますので、該当する

計量器をお持ちの方は、受検されますようお願いします。 

　現在、国民年金の年金記録照会

については、社会保険事務所で行

われていますが、役場窓口でも年

金記録照会を依頼できるようにな

りました。 

　ご希望の方は、役場住民課窓口

で照会依頼をしてください。ご本

人さまの記録は後日、社会保険事

務所より郵送にて通知されます。 

　なお、依頼される場合は本人確

認のため年金手帳又は身分証明書（運

転免許証）が必要となります。 

【問合せ先】役場住民課 

　279-3113

どうぞご利用下さい！ 熊本駅⇔西原　750円 
定期券１ヶ月（学生）　18,350円 
　【問合せ先】産交バス高森営業所 
　　　　　　　　0967‐62‐0515快速たかもり号 快速たかもり号 

●高森中央 ⇒ 西原 ⇒ 熊本駅前 ●熊本駅前 ⇒ 西原 ⇒ 高森中央 

《
　
平
　
日
　
》 

揺 ヶ 池  
役 場 入 口  
西 原 台  
熊 本 空 港  
県 庁 前  
交通センター 
熊 本 駅 前  

7:07 
7:12 
7:15 
7:22 
7:46 
8:06 
8:15

9:07 
9:12 
9:15 
9:22 
9:43 
9:58 
10:06

13:37 
13:42 
13:45 
13:52 
14:13 
14:28 
14:36

15:37 
15:42 
15:45 
15:52 
16:13 
16:28 
16:36

《
　
土
　
曜
　
》 

揺 ヶ 池  
役 場 入 口  
西 原 台  
熊 本 空 港  
県 庁 前  
交通センター 
熊 本 駅 前  

7:07 
7:12 
7:15 
7:22 
7:45 
8:01 
8:10

9:07 
9:12 
9:15 
9:22 
9:40 
9:58 
10:07

13:37 
13:42 
13:45 
13:52 
14:10 
14:28 
14:37

15:37 
15:42 
15:45 
15:52 
16:10 
16:28 
16:37

《
　
日
　
祝
　
》 

揺 ヶ 池  
役 場 入 口  
西 原 台  
熊 本 空 港  
県 庁 前  
交通センター 
熊 本 駅 前  

7:07 
7:12 
7:15 
7:22 
7:42 
7:54 
8:01

9:07 
9:12 
9:15 
9:22 
9:41 
9:56 
10:03

13:37 
13:42 
13:45 
13:52 
14:11 
14:26 
14:34

15:37 
15:42 
15:45 
15:52 
16:11 
16:26 
16:34

熊 本 駅 前  
交通センター 
県 庁 前  
熊 本 空 港  
西 原 台  
役 場 入 口  
揺 ヶ 池  

10:00 
10:09 
10:28 
10:55 
11:01 
11:04 
11:09

12:00 
12:09 
12:28 
12:55 
13:01 
13:04 
13:09

16:15 
16:24 
16:43 
17:10 
17:17 
17:20 
17:25

18:15 
18:26 
18:48 
19:15 
19:22 
19:25 
19:30

熊 本 駅 前  
交通センター 
県 庁 前  
熊 本 空 港  
西 原 台  
役 場 入 口  
揺 ヶ 池  

10:00 
10:08 
10:27 
10:52 
10:58 
11:01 
11:06

12:00 
12:09 
12:27 
12:52 
12:58 
13:01 
13:06

16:15 
16:23 
16:42 
17:07 
17:14 
17:17 
17:22

18:15 
18:25 
18:47 
19:12 
19:18 
19:21 
19:26

熊 本 駅 前  
交通センター 
県 庁 前  
熊 本 空 港  
西 原 台  
役 場 入 口  
揺 ヶ 池  

10:00 
10:09 
10:27 
10:51 
10:58 
11:01 
11:06

12:00 
12:09 
12:27 
12:51 
12:58 
13:01 
13:06

16:15 
16:24 
16:42 
17:06 
17:13 
17:16 
17:21

18:15 
18:24 
18:42 
19:06 
19:12 
19:15 
19:20



9 広報西原８月号 

　熊本県では、７月と８月を「愛の血液助け
合い運動」期間として、広く県民の皆さんに
献血の呼びかけを行っています。夏場は長
期の休みや暑さにより、献血者が減少する
ことが心配されています。特に若い人たち
にお願いします。 
　「あなたの元気を誰かの元気に」、献血に
ご協力ください。 

　８月は児童扶養手当現況届及び母子父子家庭医療費受給資格認
定(更新)申請書の提出月です。役場より現況届用紙等を郵送いた
しますので、必要事項を記入し、役場住民課まで提出してください。
　現況届の提出が遅れますと８月分以降の手当が支給されなくな
りますのでご注意ください。 

～愛の血液助け合い運動～ 

400ml・成分献血に 
ご協力ください。 

児童扶養手当等受給者の方へ 
現況届の提出は 
8月31日（金）まで 
児童扶養手当とは？ 

◆児童扶養手当を受給できる方 

母子父子家庭医療費助成事業とは？ 

　次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している
母、又は母にかわってその児童を養育している人(児童と
同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。 
　なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以
後の最初の３月31日までの児童をいい、児童に政令で定
める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいま
す。 
（1）父母が婚姻を解消した児童 
（2）父が死亡した児童 
（3）父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 
（4）父の生死が明らかでない児童 
（5）父から引き続き1年以上遺棄されている児童 
（6）父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 

◆児童扶養手当を受ける手続 
　役場住民課で、必要な書類等を確認・相談のうえ手続き
して下さい。 
(必要な書類) 
（1）児童扶養手当認定請求書（様式） 
（2）請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本 
（3）請求者と対象児童が含まれる世帯全員のもの 
（4）預金通帳の写し、保険証の写し（請求者と対象児童） 

◆助成対象者 
　母子家庭及び父子家庭のひとり親家庭の母又は父及び
児童の健康を保持し生活の安定を図るため、ひとり親家
庭等の医療費助成を行う事業です。 
（1）父、母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童 
（2）父又は母が死亡した児童 
（3）父又は母の生死が明らかでない児童 
（4）父又は母から1年以上遺棄されている児童 
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の３月31日まで
　の児童をいう。 

◆認定申請に必要な書類 
（1）医療費受給資格認定申請書 
（2）請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本 
（3）請求者と対象児童が含まれる世帯全員のもの 
（4）預金通帳の写し、保険証の写し(請求者と対象児童)

詳しい内容などについては役場住民課まで 
お問い合わせ下さい。 
【問合せ先】役場住民課 健康福祉係 
　　　　　　279-4397
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【問合せ先】役場住民課包括支援センター　　279‐4397

　サロンや見守り活動など、地域で活躍中のシ
ルバーボランティアさんを対象に、「元気アッ
プ教室」を年５回の予定で開催しています。 

　「弱ったなぁ」と感じ
てから始めるのではなく、
“元気な今”から取り組ん
で元気を維持することこ
そ、真の介護予防です。 
 日常の動作では使わな
い筋肉や関節を伸ばした
り、広げたりすることは、
神経痛などの痛みの緩和にも効果があります。忙しい生活の合間に、ストレッチや筋力訓練
をいかに取り入れていくか、自分のために考え、みんなで実践しましょう！ 

１.雇用保険の受給資格要件が変わります 
 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するためには
週所定労働時間の長短にかかわらず、原則12月(各月
11日以上)の被保険者期間が必要となります。 
※倒産・解雇等により離職された方は6月(各月11日
以上)が必要です。 
※平成19年10月1日以降に離職された方が対象とな
ります。 
２.育児休業給付の給付率が50％に上がります 
 給付率を40％から50％に引き上げます。 
※平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成
22年3月31日までに育児休業された方までが対象
となります。 
３.教育訓練給付の要件・内容が変わります 
 本来は「３年以上」の被保険者期間が必要である
受給要件を、当分の間、初回に限り「１年以上」に緩
和します。また、これまで被保険者期間によって異な
っていた給付率及び上限額(10万円)を一本化します。 
※いずれも、平成19年10月1日以降に指定講座の受講
を開始された方が対象となります。 

元気高齢者が、もっと元気に！！ 

参加者の皆さん 
１回目終了後、自宅で 
続いていますか？ 

雇用保険法が変わります 雇用保険法が変わります 雇用保険法が変わります 
　男女労働者のみなさん、セクシュアルハラスメント
を受けてはいませんか？ 
 熊本労働局雇用均等室ではセクシュアルハラスメン
ト相談員が配置されて、事業主や男女労働者からの相
談を受けています。 

　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の
最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金
を労働者に支払わなければならないとする制度です。 

相談受付時間 
 ・月～金曜日　8：30～17：15（土日祭日を除く） 
 ・第２ ・第４木曜日　セクシュアルハラスメント 

相談員が相談を受けます。 

守ろう！確かめよう！ 
この最低賃金 

平成平成18年10月１日発効月１日発効 平成18年10月１日発効 

熊本県最低賃金 612円 熊本県最低賃金 612円 
特定の産業には、産業別最低賃金が定められています。 

雇用保険被保険者のみなさまへ 

【問合せ先】熊本労働局職業安定課　 
　　　　　　096-211-1703

【問合せ先】熊本労働局雇用均等室  　096-352-3865



11 広報西原８月号 

子育て支援室 

　発汗量の多い夏は、汗の出やすいところにあせもや湿疹ができたり、ちょっとした虫さされか
ら思わぬ皮膚病になったりします。そうすると子どもは不快感を伴い、楽しく遊ぶことができ
ません。健康面に気をつけるとともに、いつもさっぱりとして気持ちよく過ごせるようにしま
しょう。お盆で帰省される方も多いと思いますが、事故等には十分気をつけられて下さい。 

○育児教室・子育て支援合同活動 
 七夕飾りづくり 

８月８月31日(金)までの夏休み期間中はまでの夏休み期間中は 
平日午後２時まで支援室を開放しています平日午後２時まで支援室を開放しています。 
自由に遊びに来てご利用ください自由に遊びに来てご利用ください。 

お待ちしております！お待ちしております！ 

８月31日(金)までの夏休み期間中は 
平日午後２時まで支援室を開放しています。 
自由に遊びに来てご利用ください。 

お待ちしております！ 

○えのぐあそび 

　地震は、地球の表面を覆う岩石の層（プレート）の

ずれによって起こります。地球表面を移動するプレー

トには押し合ったり引き合ったりする力が働いています。

日本列島の近くには、そのプレートが多く存在してい

るのです。 

備えあれば… 

№22【地震その４】 

【問合せ先】 総務課 防災係　　279-3111

自分自身の防災力を高めましょう。 

地震列島、日本！ 

地震が起きたら… 
　最初に必要なことは、とにかく身体の安全確保です。そ
して避難口確保、火の元の確認、コンセント類も引抜いて
おくことが大切です。ライフライン復旧時に火災が発生す
ることもあります。 

～地震による被害～ 
　地震では家具や家屋の倒損壊、交通障害、また火災や
ライフライン（電気、水道、ガス）の寸断、避難生活の心労
など、揺れだけの被害に治まらないのが、地震災害です。 
 このような地震に備えるためにも日頃からの、防災意
識の向上、防災力のアップが必要といえるでしょう。 

　親子８組の参加者があり、み
んなで七夕飾りづくりを行い
ました。折り紙や、牛乳パック、
紙テープなどを使ってたくさ
んの飾りを作って、笹の葉に飾
りつけしました。みんなの願い
が届きますように！！ 

　ガーゼと割りばしで作った筆を使って、
画用紙いっぱいにスタンプ遊びを楽し
みました。折り紙を貼り、花火の模様に
仕上がりました。 

新潟県中越地方でまた震度６強 

にしはら保育園子育て支援センター 

2009年 

 

　裁判員制度とは、国民のみなさ
んに裁判員として刑事裁判に参加
してもらい、裁判員と裁判官が１
つのチームになって、被告人が有
罪かどうか、有罪の場合どのよう
な刑にするかを一緒に話し合って
もらう制度です。 
Ｑ：裁判員に選ばれたらどんなことをするのですか？ 
Ａ：裁判員の仕事は次のとおりです。 
①裁判に参加し裁判を行います･･･裁判員に選ばれたら、
裁判官と一緒に刑事事件の審理（＝公判）に出席しま
す。公判はできる限り連続して開かれます。 
②評議・評決を行います･･･証拠に基づいて、被告人が
有罪か無罪か、有罪だとしたらどのような刑にする
かを裁判官と一緒に議論し（評議）、決定する（評決）
ことになります。 
③判決･･･評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を
言い渡します。判決の言い渡しにより、裁判員として
の仕事は終了します。 
裁判員制度に関する詳しい情報は、 
HPアドレス　http://www.saibanin.courts.go.jp/ 

熊本地方裁判所 

裁判員制度 
今月のQ＆A



12

ホッとNEWS
総務課情報政策係 279-3112

　
５
月

　
５
月
24
日
に
行
わ
れ
た
、
お
誕
生
学
級
に

日
に
行
わ
れ
た
、
お
誕
生
学
級
に

お
邪
魔
し
て
、
写
真
を
撮
ら
せ
て
頂
き
ま
し

お
邪
魔
し
て
、
写
真
を
撮
ら
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
む
ぞ
ら
し
か
で
す
ね
！

た
。
む
ぞ
ら
し
か
で
す
ね
！ 

　
５
月
24
日
に
行
わ
れ
た
、
お
誕
生
学
級
に

お
邪
魔
し
て
、
写
真
を
撮
ら
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
む
ぞ
ら
し
か
で
す
ね
！ 

山内　愁 くん 
やまうち しゅう 

憲幸さん･直子さん(宮山)

のんちゃん・ももちゃんいっ
ぱい遊ぼうね。 

友一さん・恵子さん(小野)

じぃじぃ、ばぁばぁこれから
も一緒に遊ぼうね。 

西村　藍介 くん 
にしむら あいすけ 

パパいっぱい遊んでね。 

江藤　心優 ちゃん 
え とう み　ゆ 

大樹さん・由梨さん(高遊西)

翔太おにいちゃん大好きだよ。
ヨロシクネ！ 

康太郎さん・恵美さん(前鶴)

秋吉美優羽 ちゃん 
あきよし み　ゆ　う 

　ALTのエミリーが１年間の任期を終え、

帰国することになりました。最終回の今

回はお世話になった皆さんに、お別れの

メッセージを日本語で書いてくれました。 

河上 聖子 

　海外に滞在している村出身
の方に、現地での生活や文化
などを伝えてもらうこのコー
ナー。今月号は土林出身で、
現在、イギリスロンドンに留
学中の河上聖子さんに紹介し
ていただきます。 

　西原村のみなさんこんにちは。私は今、ロンドンの語
学学校に通っています。これからしばらくの間、みなさ
んにここロンドンの情報をお届けしたいと思います！ 
　今の時期、例年だとベストシーズンですが今年はまだ
のようです…。気温は20度前後ですが風が冷たく、ジャ
ケットやカーデガンが手放せない毎日です。それでも天
気のいい日には公園は日差しを待ちわびたLondonerで
いっぱいになります！ 
　ここ最近は雨が続きましたが先週末は快晴に恵まれま
した。雨が一滴も降らない日というのは珍しいことです！
こんな日には外に出なくてはもったいないので、ちょう
ど開催中だったTour de Franceやウィンブルドンを見
に行ってきました。世界のトップクラスのプレーを肌で
感じられることは本当に素晴らしいことです！ 
　それではまた次回お会いしましょう！ 

ロンドンのシンボル「ビッグベン」 

最終回 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  



13 広報西原８月号 

いのちの教育 
教育委員会 279-4424

ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン 

～ 取 組 み ～ 
　誰かが不便だと感じるようなものは最初からつくらず、年齢や性別、

障害の有無などに関係なく、誰もが使いやすいようにつくっていくこと

が大切です。 

人権啓発資料「スマイルハーモニー」より 
コッコロ 

熊本県人権センター　 
　　　096－384－5822 
熊本地方法務局人権擁護課 
　　　096－364‐2192

　ユニバーサルデザインは、最初からすべての人が、

安全で利用しやすいように、製品、建物、環境をデ

ザインすること。ですから、デザインの変更や特別

仕様のデザインが必要なものであってはいけません。 

　そこで、故ロン・メイス氏を中心とした建築家や

工業デザイナー、技術者、環境デザイン研究者など

からなるグループにより、「ユニバーサルデザイン

７原則」が、まとめられました。 

 

ユニバーサルデザイン７原則 
●誰にでも公平に利用できること 

●使う上で自由度が高いこと 

●使い方が簡単ですぐわかること 

●必要な情報がすぐに理解できること 

●うっかりミスや危険につながらないデザイン

であること 

●無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽

に使用できること 

●アクセスしやすいスペースと大きさを確保す

ること 

 

　最近は、さまざまな場面で、次のような事例を見

かけますが、これらは、ユニバーサルデザインの考

え方に則したものと言えるでしょう。 

・ゆるやかなスロープやエレベーターが常設してあ

る施設 

・新聞の文字が大きくなったり、デパートや商店街

で見かける案内表示プレートが読みやすい大きめ

のサイズで設置されていること 

・講演会などのイベントやテレビ番組で、要約筆記

や手話の同時通訳、副音声による放送などが行わ

れること 

・ボタンが低い位置にある自動販売機や高さの違う

公衆電話の併設 

 

　これまでは、身のまわりの多くのものや施設は、

若くて健康な人が使うのを前提としてつくられ、そ

れを不便だと感じるお年寄りやからだの不自由な人

のためには、別のものがつくられてきました。けれ

ど、本格的な高齢社会を迎えようとしている今、誰

かが不便だと感じるようなものは最初からつくらず、

年齢や性別、障害の有無などに関係なく、誰もが使

いやすいようにつくっていくことが大切なことでは

ないでしょうか。 

　みんながうれしくなるような、暮らしやすい街づ

くりをめざしていきたいものです。 

　警察法第53条の２に基づき、平成19年6月1日付けで熊本
県公安委員会から158人の警察署協議会委員が委嘱されまし
た。大津警察署では、合志市、大津町、菊陽町、西原村から
８人の方が委員として委嘱を受けられました。 
　警察協議会は、警察署長が警察の業務計画及び運営方針等
について、皆さんの代表である協議会委員の方々から広く意
見を聞き、警察業務に反映させることを目的としてもうけら
れたものです。 
　警察が、「地域に密着した力強い警察活動」を推進するに
当たってのご助言とご支援を賜りますようお願いいたします。 

大津警察署 

西原村から 
　　坂本健一さん（門出） 

大津警察署協議会委員 大津警察署協議会委員 大津警察署協議会委員 

市・町・村の声を 
　　警察業務に反映 
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戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別 

弔
慰
金
の
請
求 

従
業
員
の
採
用
選
考
に
つ
い
て
の 

お
願
い 

国
立
波
方
海
上
技
術
短
期
大
学
校 

学
生
募
集
案
内 

災
害
に
あ
っ
た
と
き
の
税 

　
地
震
、
火
災
、
風
水
害
な
ど
の
災
害

に
よ
り
住
宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受

け
ら
れ
た
方
に
は
、
次
の
と
お
り
、
納

税
の
期
限
を
延
長
し
た
り
、
税
負
担
を

軽
減
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
災
害
の
復
旧
資
金
の
融
資
を

受
け
る
た
め
の
納
税
証
明
書
は
無
料
で

発
行
し
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
お
知
り

に
な
り
た
い
方
は
、
最
寄
り
の
税
務
署

や
税
務
相
談
室
に
お
気
軽
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。 

申
告
な
ど
の
期
限
の
延
長 

　
災
害
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
期
限
ま

で
に
申
告
や
納
付
が
で
き
な
い
と
き
は
、

税
務
署
長
に
期
限
の
延
長
を
申
請
し
、

承
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
理

由
の
や
ん
だ
日
か
ら
２
か
月
以
内
の
範

囲
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

納
税
の
猶
予 

　
災
害
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
た
め
税

金
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
は
、
前
述
の
納
期
限
の
延
長

の
ほ
か
に
、
一
定
の
要
件
の
下
で
納
税

の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
災
害
の
や
ん
だ
日
か
ら
２
か
月
以
内

に
申
請
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。) 

所
得
税
の
軽
減
・
免
除 

　
災
害
に
よ
っ
て
、
住
宅
や
家
財
な
ど

に
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
一
定
要
件

の
下
、
確
定
申
告
で
①
「
所
得
税
法
」

に
定
め
る
雑
損
控
除
に
よ
る
方
法
、
②
「
災

害
減
免
法
」
に
定
め
る
税
金
の
軽
減
免

除
に
よ
る
方
法
、
の
い
ず
れ
か
有
利
な

方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
得
税

の
全
部
又
は
一
部
を
軽
減
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

【
問
合
せ
先
】 

　
阿
蘇
税
務
署 

０
９
６
７
‐
２
２
‐
０
５
５
１ 

 
　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、

平
成
17
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
公
務

扶
助
料
、
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方
が

い
な
い
場
合
に
、
特
別
弔
慰
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。 

　
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔

慰
金
の
請
求
期
限
は
、
平
成
20
年
３
月

31
日
ま
で
で
す
。
対
象
と
な
る
ご
遺
族

の
方
で
ま
だ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

役
場
住
民
課
へ
問
い
合
わ
せ
の
う
え
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。 

給
付
内
容
　
額
面
40
万
円
、
10
年
償
還

の
記
名
国
債 

【
問
合
せ
先
】 

　
役
場
住
民
課
健
康
福
祉
係 

２
７
９
‐
３
１
１
１ 

　
８
月
１
日
〜
31
日
は
、
職
業
選
択
の

自
由
確
保
の
た
め
の
適
正
採
用
選
考
啓

発
月
間
で
す
。 

 

わ
が
国
の
憲
法
は
、
職
業
選
択
の
自

由
を
基
本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
、
す

べ
て
の
国
民
に
保
障
し
て
い
ま
す
。 

　
従
業
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
、
本
籍
、

出
身
地
、
家
族
の
職
業
、
資
産
、
思
想
・

信
条
等
を
聞
い
た
り
書
か
せ
た
り
し
な

い
よ
う
に
し
、
応
募
者
の
適
正
と
能
力

に
基
づ
か
な
い
、
誤
っ
た
採
用
選
考
を

行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。 

　
ま
た
、
戸
籍
謄
（
抄
）
本
の
提
出
及

び
身
元
調
査
は
、
就
職
差
別
に
つ
な
が

り
ま
す
の
で
、
行
わ
な
い
よ
う
強
く
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
新
規
学
校
卒
業
者
の
採
用
に
当
た
っ

て
、
企
業
等
が
求
め
る
応
募
書
類
に
つ

い
て
は
、
中
学
卒
は
「
職
業
相
談
票
（
乙
）」、

高
校
卒
は
「
全
国
高
等
学
校
統
一
応
募

書
類
」
を
使
用
し
、
大
学
卒
等
は
「
大

学
用
応
募
社
用
紙
の
参
考
例
」
の
活
用

を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
新
規
学
校
卒
業
者
以
外
の
、
一
般
の

採
用
選
考
に
お
い
て
は
「
日
本
工
業
規

格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）
履
歴
書
」
を
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。 

　
適
正
・
公
平
な
採
用
選
考
を
実
施
し
、

就
職
差
別
を
解
消
し
て
い
く
こ
と
は
、

県
民
す
べ
て
の
課
題
で
す
。 

　
各
機
関
、
団
体
、
企
業
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
適
正
な
採
用
選
考
の
実
施
に

つ
い
て
、
積
極
的
に
お
取
り
組
み
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
、
格
別
の
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

適
正
な
採
用
選
考
推
進
協
議
会 

　
愛
媛
県
今
治
市
に
あ
る
本
校
は
、
船

の
プ
ロ
で
あ
る
国
内
航
路
の
船
舶
職
員

（
船
長
・
機
関
長
・
航
海
士
・
機
関
士
）

を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立

さ
れ
て
い
る
国
土
交
通
省
所
管
の
船
員

教
育
機
関
で
あ
り
、
修
業
年
限
２
年
間

の
短
期
大
学
校
で
す
。 

募
集
人
員
　
90
名 

入
学
資
格
　
高
等
学
校
卒
業
又
は
同
等

以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
平
成
20
年
３
月
高
等
学
校
卒
業
見
込

み
の
者
を
含
む
） 

　
入
学
試
験
の
種
類
、
出
願
期
間
や
書

類
、
試
験
日
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

【
問
合
せ
先
】 

　
国
立
波
方
海
上
技
術
短
期
大
学
校 

０
８
９
８
‐
４
１
‐
５
２
７
８ 
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「
熊
本
県
青
年
森
林
協
力
隊
活
動 

推
進
事
業
」参
加
者
募
集 

電
気
事
故
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う 

個
別
労
働
関
係
紛
争
の
あ
っ
せ
ん 

 
　
県
で
は
、
土
砂
災
害
防
止
、
水
源
か

ん
養
や
二
酸
化
炭
素
吸
収
な
ど
、
多
く

の
働
き
を
持
つ
森
林
を
県
民
共
有
財
産

と
し
て
守
り
育
て
る
「
県
民
参
加
の
森

づ
く
り
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
一
環
と
し
て
、
高
校
生
・
大
学

生
な
ど
男
女
問
わ
ず
に
若
者
を
山
村
に

１
泊
２
日
程
度
派
遣
し
、
植
林
・
下
刈
り
、

除
間
伐
、
枝
打
ち
な
ど
の
森
づ
く
り
活

動
体
験
と
林
家
な
ど
地
域
住
民
と
の
交

流
を
内
容
と
し
た
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

専
門
能
力
・
技
術
は
特
に
必
要
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
多
く
の
皆
さ
ま
の
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

応
募
資
格
　
16
歳
以
上
30
歳
未
満
の
体

験
作
業
に
対
応
で
き
る
健
康
な
方 

実
施
時
期
　
平
成
20
年
３
月
ま
で
の
夏

休
み
等
の
長
期
休
み
や
土
日
を
利
用 

派
遣
人
員
　
１
回
あ
た
り
５
名
程
度
を

同
一
の
受
入
団
体
へ
派
遣 

参
加
費
　
無
料
。
交
通
費
は
自
己
負
担 

参
加
決
定
　
県
に
て
参
加
者
を
決
定
し
、

日
時
・
場
所
等
を
通
知
し
ま
す
。 

応
募
方
法
　
所
定
の
参
加
申
込
書
に
て

持
参
・
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し
込
み 

【
問
合
せ
先
】 

　
熊
本
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課 

０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
４
４
１ 

子
育
て
中
の
人
の
た
め
の
就
職 

応
援
セ
ミ
ナ
ー 

「
く
ま
も
と
健
康
づ
く
り
応
援
店
」 

を
募
集
し
ま
す
！ 

　
県
で
は
、
子
育
て
等
の
た
め
仕
事
を

辞
め
て
か
ら
就
職
・
再
就
職
ま
で
の
ブ

ラ
ン
ク
が
あ
り
、
就
職
に
自
信
の
な
い
方
、

ど
の
よ
う
に
活
動
し
て
よ
い
の
か
悩
ん

で
い
る
方
の
た
め
に
就
職
応
援
セ
ミ
ナ

ー
を
開
催
し
ま
す
。 

　
当
日
は
託
児
（
２
歳
〜
就
学
前
ま
で
）

も
行
い
ま
す
。 

日
時
　
９
月
４
日
（
火
） 

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時 

場
所
　
熊
本
県
民
交
流
館
パ
レ
ア 

内
容
　
再
就
職
ま
で
の
考
え
方
、
育
児

期
間
中
に
で
き
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
方

法
や
就
職
へ
向
け
た
心
構
え
な
ど
。 

受
講
料
　
無
料 

定
員
　
50
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締
め

切
り
ま
す
） 

申
込
方
法
　
電
話
又
は
当
セ
ン
タ
ー
窓

口
に
て
申
込
受
付
。
託
児
希
望
者
に
つ

い
て
も
受
付
。 

【
問
合
せ
先
】 

　
パ
レ
ア
し
ご
と
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー 

０
９
６
‐
３
５
５
‐
４
３
０
９ 

　
熊
本
県
労
働
委
員
会
で
は
、
賃
金
カ

ッ
ト
や
解
雇
な
ど
の
労
働
条
件
に
関
し
、

労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
に
お
こ
る
ト

ラ
ブ
ル
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま

す
。 

「
話
し
あ
い
に
応
じ
て
も
ら
え
な
い
。」

「
で
き
る
だ
け
早
く
解
決
し
た
い
。」

そ
ん
な
悩
み
を
お
持
ち
の
方
は
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
手
続
き
は
簡
単
で
、

費
用
は
一
切
か
か
り
ま
せ
ん
。 

【
問
合
せ
先
】 

　
熊
本
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
７
５
３ 

           

　
県
民
の
健
康
づ
く
り
を
支
援
す
る
「
く

ま
も
と
健
康
づ
く
り
応
援
店
」
を
募
集

し
ま
す
。 

募
集
対
象
　
飲
食
店
、
弁
当
総
菜
店
等 

内
容 

　
栄
養
成
分
の
表
示
、
ヘ
ル
シ
ー
メ
ニ

ュ
ー
の
提
供
、
ヘ
ル
シ
ー
オ
ー
ダ
ー
の

実
施
の
中
か
ら
取
り
組
む
項
目
を
選
ん

で
実
施
す
る 

募
集
期
間
　
９
月
28
日
（
金
）
ま
で 

【
問
合
せ
先
】 

　
阿
蘇
保
健
所 

０
９
６
７
‐
３
２
‐
０
５
３
５ 

タコ足配線を 
していませんか？ 
普通は…… 

タコ足だと 

数分後には 

タコ足配線 

財団法人　九州電気保安協会 

コードや配線器具は使える電気の量に
かぎりがあります。 
テーブルタップを使ってタコ足配線を
していると、1度にたくさんの電気が
流れ、過熱して危険です。 
電気器具は、コンセントから直接使う
ようにしましょう。 
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熊
本
県
林
業
振
興
課
県
産
材
利
用 

推
進
室
か
ら
の
お
知
ら
せ 

電
話
加
入
権
・
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ
回
線 

利
用
権
の
公
売
に
つ
い
て 

司
法
書
士
に
よ
る「
中
小
企
業
の 

事
業
承
継
対
策
」セ
ミ
ナ
ー 

く
ま
も
と
の
木
で
作
っ
た
木
製
遊
具
を

貸
し
出
し
ま
す 

　
木
を
身
近
な
も
の
に
感
じ
、
森
林
に

興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
く
ま

も
と
の
木
で
作
っ
た
木
製
遊
具
を
、
幼
・

保
育
園
、
子
育
て
サ
ー
ク
ル
、
イ
ベ
ン

ト
な
ど
に
、
無
料
で
貸
し
出
し
ま
す
。 

　
森
林
環
境
や
木
育
に
つ
い
て
の
学
習

会
や
情
報
提
供
を
併
せ
て
行
う
こ
と
が

条
件
で
す
。
運
搬
等
に
つ
い
て
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

貸
出
す
る
遊
具 

　
①
ヒ
ノ
キ
の
積
み
木
、
②
ヒ
ノ
キ
の

棒
（
小
さ
な
円
柱
形
の
棒
を
木
枠
な
ど

に
た
く
さ
ん
入
れ
て
遊
ぶ
遊
具
で
す
が
、

積
み
木
の
一
部
に
し
て
遊
ぶ
こ
と
も
で

き
ま
す
）、
③
木
の
パ
ズ
ル 

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

「
く
ま
も
と
の
木
と
親
し
む
ウ
ィ
ー
ク
」

を
開
催
し
ま
す 

　
８
月
22
日
か
ら
、「
く
ま
も
と
の
木
に

親
し
む
ウ
ィ
ー
ク
」
と
し
て
、
く
ま
も

と
の
木
や
森
林
と
ふ
れ
あ
っ
て
い
た
だ

く
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。 

熊
本
市
こ
ど
も
文
化
会
館 

　
た
く
さ
ん
の
木
製
遊
具
で
遊
ん
で
、

木
や
森
林
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
く

お
も
ち
ゃ
ラ
ン
ド
を
開
催
。 

・
８
月
22
日
（
水
）
〜
23
日
（
木
） 

「
プ
レ
・
木
の
お
も
ち
ゃ
ラ
ン
ド
」 

・
８
月
24
日
（
金
）
〜
26
日
（
日
） 

「
木
の
お
も
ち
ゃ
ラ
ン
ド
」 

く
ま
も
と
工
芸
会
館 

　
夏
休
み
の
自
由
研
究
に
ピ
ッ
タ
リ
の

勉
強
会
を
開
催
。 

・
８
月
22
日
（
水
） 

「
わ
く
わ
く
　
く
ま
も
と
の
木
と
親
し

　
む
教
室
」（
小
学
生
向
け
）
　 

「
大
人
も
木
と
親
し
む
教
室
」（
大
人
向

　
け
） 

・
８
月
23
日
（
木
） 

「
も
っ
と
く
ま
も
と
の
木
と
仲
良
く
な

　
ろ
う
！
」 

・
８
月
25
日
（
土
） 

「
く
ま
も
と
の
木
を
使
っ
た
も
の
づ
く

　
り
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
　 

　
木
の
ぬ
く
も
り
や
香
り
に
親
し
み
、

木
の
文
化
や
地
球
環
境
に
や
さ
し
い
森

林
の
役
割
な
ど
へ
興
味
を
持
っ
て
く
だ

さ
い
。
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

 

【
問
合
せ
先
】 

熊
本
県
林
業
振
興
課
県
産
材
利
用
推
進

室 

０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
４
４
８ 

 

　
阿
蘇
地
域
振
興
局
税
務
課
で
は
、
次

の
と
お
り
公
売
を
実
施
し
ま
す
。 

　
正
規
の
手
続
費
用
と
比
べ
る
と
安
価

で
購
入
で
き
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

ま
す
。
電
話
加
入
権
等
の
取
得
を
お
考

え
の
方
や
、
公
売
に
つ
い
て
お
知
り
に

な
り
た
い
方
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
事
情
に
よ
り
公
売
を
中
止
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

公
売
日
　
８
月
22
日
（
水
） 

入
札
開
始
　
午
後
１
時
30
分
〜 

（
で
き
る
だ
け
お
早
め
に
お
越
し
く
だ

さ
い
） 

場
所
　
熊
本
県
阿
蘇
地
域
振
興
局
１
Ｆ

小
会
議
室 

準
備
す
る
も
の
・
現
金
（
２
万
円
以
内
）・

印
鑑
・
筆
記
用
具 

当
日
の
手
続
き
　 

　
電
話
加
入
権
を
落
札
さ
れ
た
際
…
当

日
売
却
代
金
を
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。 

Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ
回
線
利
用
権
を
落
札
さ
れ
た

際
…
８
月
29
日
（
水
）
に
売
却
代
金
を

来
局
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。 

【
問
合
せ
先
】 

　
阿
蘇
地
域
振
興
局
税
務
課 

０
９
６
７
‐
２
２
‐
４
５
２
７ 

　
熊
本
県
青
年
司
法
書
士
会
で
は
、
中

小
企
業
を
対
象
と
し
た
事
業
継
承
に
関

す
る
無
料
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。 

　
中
小
企
業
の
事
業
継
承
を
円
滑
に
進

め
る
こ
と
は
、
企
業
の
基
盤
技
術
の
継

承
や
日
本
全
体
の
約
７
割
を
占
め
る
中

小
企
業
で
の
雇
用
確
保
と
い
う
観
点
か

ら
と
て
も
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
企
業
の
中
に
は
後
継
者

の
不
在
に
に
よ
り
廃
業
に
追
い
込
ま
れ

た
り
、
特
に
近
年
で
は
中
小
企
業
経
営

者
の
高
齢
化
が
進
展
し
て
お
り
、
事
業

継
承
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
ま
す
。 

「
適
当
な
後
継
者
が
い
な
い
の
だ
が
」

「
後
継
者
に
親
族
以
外
を
考
え
て
い
る
」

な
ど
と
い
っ
た
疑
問
を
お
持
ち
の
経
営

者
・
事
業
者
・
後
継
者
の
方
々
の
た
め

の
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。 

日
時
　
９
月
１
日
（
土
）
　 

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時 

定
員
　
１
０
０
人 

会
場
　
熊
本
県
民
交
流
館
パ
レ
ア 

申
込
方
法
　
所
定
の
申
込
用
紙
に
て
郵

便
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し
込
み 

【
問
合
せ
先
】 

　
司
法
書
士
　
中
嶋 

０
９
６
‐
３
８
８
‐
３
７
１
０ 
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配慮 

「配慮が欠けると 
　　　　　　信頼を損なう」 

役場各課・係 
直通ダイヤル 
役場各課・係 
直通ダイヤル 

※土日、祝祭日は 

　　　　　　　へお願いします。 279-3111

熊
本
県
特
定
不
妊
治
療
費
の
助
成 

内
容
が
変
わ
り
ま
す 

東
海
大
学
付
属
望
星
高
等
学
校《
放 

送
教
育
コ
ー
ス
》秋
季
入
学
生
募
集 

平
成
19
年
度
熊
本
県
統
計
グ
ラ
フ 

コ
ン
ク
ー
ル
作
品
大
募
集 

「
食
育
推
進
く
ま
も
と
県
民
大
会
」 

開
催
の
お
知
ら
せ 

〈総務課〉 
総務・財政係（代表） 
企画振興・情報政策係 

〈教育委員会〉 

〈議会事務局〉 

〈収入役室〉 

〈税務課〉 
税務係 
国民保険係 

〈産業課〉 
経済係（農業委員会） 
土木建築係 
地籍調査係 

〈住民課〉 
住民・環境衛生係 
健康福祉係 

〈にしはら保育園〉 

 
279-3111 
279-3112 

279-4424 

279-4364 

279-4394 

 
279-4395 
279-4389 

 
279-4396 
279-3114 
279-4417 

 
279-3113 
279-4397 

279-2054

　
統
計
は
私
た
ち
の
生
活
の
た
め
に
大

切
な
も
の
、
便
利
な
も
の
、
み
ん
な
の

役
に
立
つ
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ

を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
の
が
統
計

グ
ラ
フ
で
す
。 

　
あ
な
た
の
気
に
な
る
こ
と
、
調
べ
て

み
た
い
出
来
事
な
ど
を
統
計
に
し
、
グ

ラ
フ
に
し
て
く
だ
さ
い
。
今
ま
で
気
づ

か
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。 

応
募
資
格
　
小
学
校
の
児
童
以
上 

用
紙
規
格
　
Ｂ
２
判
仕
上
げ 

応
募
締
切
　
９
月
７
日
（
金
） 

　
応
募
上
の
注
意
や
応
募
方
法
な
ど
の

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。 

【
問
合
せ
先
】 

　
熊
本
県
統
計
協
会 

０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
１
７
４ 

　
食
の
大
切
さ
を
実
感
し
、
適
切
な
食

生
活
を
実
践
で
き
る
こ
と
を
目
的
に
「
食

育
推
進
く
ま
も
と
県
民
大
会
」
を
開
催

し
ま
す
。
入
場
無
料
で
す
。 

日
時
　
８
月
22
日
（
水
） 

　
　
　
12
時
50
分
〜
16
時
20
分 

場
所
　
下
益
城
郡
城
南
町
　
火
の
君
総

合
文
化
セ
ン
タ
ー
　 

・
体
験
教
室 

・
基
調
講
演  

「
心
と
体
を
元
気
に
す
る
食
育
の
ス

ス
メ
」 

鈴
木
雅
子
氏
（
医
学
博
士
、
福
山
平

成
大
学
客
員
教
授
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
日
本
食

育
協
会
理
事
）    

　
　 

・
食
育
活
動
事
例
紹
介 

【
問
合
せ
先
】 

　
熊
本
県
食
の
安
全
・
消
費
生
活
課 

０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
８
９ 

対
象
治
療
法
　
体
外
受
精
お
よ
び
顕
微

授
精 

給
付
内
容
　
１
回
の
治
療
に
つ
き
10
万

円
ま
で
と
し
、
１
年
度
あ
た
り
２
回
を

限
度
に
通
年
５
年 

助
成
対
象
者
　
体
外
受
精
及
び
顕
微
授

精
以
外
の
治
療
法
で
は
妊
娠
の
可
能
性

が
な
い
と
医
師
に
診
断
さ
れ
た
県
内
（
熊

本
市
を
除
く
）
に
住
む
戸
籍
上
の
夫
婦
。 

本
年
度
は
、
治
療
終
了
日
が
平
成
19
年

４
月
１
日
〜
平
成
20
年
３
月
31
日
の
方

が
対
象
で
す
。
平
成
20
年
３
月
末
ま
で

に
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

所
得
制
限
あ
り
　
夫
婦
合
算
し
た
所
得

額
が
７
３
０
万
円
未
満 

指
定
医
療
機
関
　
県
保
健
所
に
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。 

申
請
方
法
　
治
療
終
了
後
、
県
保
健
所

に
備
え
て
あ
る
申
請
書
と
受
診
証
明
書

に
住
民
票
、
戸
籍
謄
本
又
は
外
国
人
登

録
原
票
記
載
事
項
証
明
書
、
夫
婦
の
所

得
証
明
書
を
添
え
て
最
寄
り
の
保
健
所

へ
提
出
し
て
下
さ
い
。 

【
問
合
せ
先
】 

　
阿
蘇
保
健
所 

０
９
６
７
‐
３
２
‐
０
５
３
５ 

　
中
学
校
卒
業
以
上
で
、
学
習
意
欲
の

あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
年
齢
を
問
わ
ず
３

年
間
で
高
校
卒
業
が
可
能
で
す
。
ま
た
、

以
前
在
籍
し
た
高
校
で
修
得
し
た
単
位

は
認
め
ら
れ
、
２
・
３
年
へ
の
転
入
・

編
入
も
で
き
ま
す
。 

①
衛
星
ラ
ジ
オ
の
放
送
講
座
を
聴
き
な

が
ら
自
宅
で
学
習 

②
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
添
削
指
導
を
受

け
る 

③
月
平
均
２
回
登
校
し
授
業
を
受
け
る 

④
学
期
毎
の
定
期
試
験
を
受
け
る 

願
書
受
付
期
間 

　
８
月
20
日
（
月
）
〜
９
月
25
日
（
火
） 

【
願
書
請
求
・
問
合
せ
先
】 

　
東
海
大
学
付
属
望
星
高
等
学
校
熊
本
校 

０
９
６
‐
３
８
３
‐
７
３
３
０ 
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西原村社会福祉協議会 

熊本県阿蘇郡西原村大字小森572

279-4141 
279-4140相談専用 
279-4388FAX

234号 ふれあいネットワーク ふれあいネットワーク 

　７月のサロンは七夕飾りがたくさんの地区で行われました。 
　願いは「健康で長生きできますように」「皆が健康で暮らせますように」・・・やはり“健康”がみなさ
んの願いのようです。 

香典返し 一般寄附 
　次の方 よ々り故人のご供養のため社会福祉協議会
に多額の寄附をいただきました。故人のご冥福をお祈
りしますと共に心からお悔やみ申し上げます。 

　この尊い浄財は、ご寄附いただきました各位の趣意に添う
べく、社会福祉のために有効に使用させていただきます。あ
りがとうございました。 
〔敬称略させていただき、掲載については承諾を得ています〕 

集落名 
宮　山 
下小森 
万　徳 

故人氏名 
松本　　光 
渡辺　国勝 
吉川イツメ 

遺族氏名 
松本シヅ子 
渡辺スミエ 
鑓水　妙子 

集落名 

宮山 

氏　名 

松本シヅ子 

金　　額 

200,000円 

 

お 礼 

上島子サロン 星田サロン 

高遊サロン 

門出・田中サロン 下小森サロン 

滝サロン 
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　朝からみんなでゲートボール
で汗を流し、好き勝手なことを
言いながら大笑い。気心知れた
皆さんと居るときが一番心安ら
ぐひと時です。 

　地域で伝承されてきた文化に触れながら先

輩の知恵を学び、郷土に誇りを持つことと、

ふれあいの交流を深めることを目的に、西原

中学校生徒会と西原村老人クラブ連合会によ

る伝承遊び交流会が開催されました。今回は、

男子は竹トンボと水鉄砲。女子は郷土料理、

お手玉、くす玉作りに挑戦しました。会場では、

老人会の方々の説明や手ほどきを受けながら、

真剣に取り組んでいる子どもたちの表情が印

象的でした。 

　公民館のドアを開けるとバッ
クミュージックが心地よく流れ、
ゆったりとした雰囲気の中、茶
話会が始まります。 
　テーブルを囲むと会話も弾み、
みんなの顔も一段とほころびます。 

　毎週水曜日、公民館開放の出
の口は、天名茗茶の「田さん」
をお招きし、中国茶講座を開催
されました。しわがのび、若返
ったと口々に話され、「天国の父
ちゃんがわからっさんばい」な
どと、出の口ならではの楽しい
会話で盛り上がりました。 

障害者自立支援センターにしはらたんぽぽハウス情報 

こんなサロンもありました。 

在宅介護者の会“のぎくの会” りんどうの会野外活動 

「認知症予防」の勉強会をされ
たのは秋田サロン。認知症にな
りたくない、けどいつなるかわ
からない、どうすれば防げるの？
予防としてのアドバイスなど保
健師の話を真剣に聞いておられ
ました。 

たんぽぽ2周年感謝祭 田んぼの草取り 

風当サロン 風当サロン 

出の口サロン 出の口サロン 秋田サロン 秋田サロン 

西原台サロン 西原台サロン 

TEL（279-4141） 

　７月１日たんぽぽハウスにて２周年感謝祭が行われま

した。約30名の方に来ていただき現在のたんぽぽハウス

内の仕事内容等知っていただきました。今後のたんぽぽ

ハウスの方向性

等いろんなご意

見を伺うことが

できました。皆

様の来訪をお待

ちしておりま

す。 

　６月26日田んぼの草取りをみんなで行いました。無農

薬の為、昔ながらのがんずめを押して草をとりました。

昨年やっているの

で要領もよくあっ

という間に終了。

楽しい草取りでし

た。 

　６月28日、西原探検ということで高遊・桑鶴をまわりま

した。いろいろなお店

が新しくでき、みなさ

ん驚かれていました。

雨にも関わらず全員

参加され、久木野を通

りグリーンロードを帰

ってきました。 

　今月は「マッサージでリフレッシュ」。寝転がってお話ししたり、ビ

デオをみたり、待ち時間も余すことなく使われました。仕事も一段落、

日頃の疲れも癒すことができたのではないかと思います。 

　また、のぎくの会では常時会員

の募集を行っています。在宅で介

護するもの同士が集まる仲間作り

の会です。お気軽にご参加下さい。 



　にしはら保育園のプ
ールにお邪魔しました。
園児たちはまず準備運
動をしていざプールへ！
水が気持ちよさそうで
すね。 

表
紙
説
明 

平成19年 

No.448

8
み

ど
りのほご　100％

再
生

紙

この印刷物は再生紙 
を利用しています。 

　いかは、するめいか・やりいかなど、
たくさんの種類がありますが、どれも低
脂肪、低カロリー、高タンパクで、タウ
リンを豊富に含んでおり、コレステロー
ルを下げることで、生活習慣病の予防、
肝機能の強化などに役立ちます。血行を
良くする玉ねぎとの組み合わせで、生活
習慣病の予防や改善が期待できます。 

｢
宮
山
の
八
勇
士
の
碑｣ 

にしはら保育園　７月13日給食 

イカマリネ 

スポットライト スポットライト 

pot
Light
pot
Light
pot
Light

いか 100ｇ／きゅうり 1/2本／人
参1/4本／玉ねぎ 1/4個／砂糖 小
さじ2／酢 大さじ2/3／薄口しょ
うゆ 小さじ1／カレー粉 少々／サ
ラダ油 適量 

材
料 

（
大
人
４
人
分
） 

栄
養
価 

（
大
人
１
人
分
） 

エネルギー 
たんぱく質 
亜鉛 
ビタミンＥ 

60kcal 
6.6ｇ  
16.6mg 
0.5mg

①いかは薄切りにし、ゆでておく。 
②きゅうりは斜め切り、人参はせん切りにしてゆでる。 
③玉ねぎは薄く切り、砂糖、酢、薄口しょうゆを一度沸とうさせた調
味液につけて、冷ましておく。 
④①と②を冷まし、③とカレー粉、サラダ油を加えて和えたらできあ
がり。 
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※
携
帯
電
話
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
は
右
記
の
ア
ド
レ
ス
の
後

にi-m
o
d
e

の
場
合「i/

」、e
z-w
e
b

の
場
合「e

/

」、

Yaho
o
!

ケ
ー
タ
イ
の
場
合「j/

」で
す
。 

青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル 

地
域
を
見
守
る
青
い
光 

　
村
内
で
青
色
の
回
転
灯
を
つ
け
て
走
る
自
動
車
を
み
か

け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

こ
れ
は
通
称
〝
青
パ
ト
〞

と
よ
ば
れ
る
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
で
す
。 

　
全
国
で
子
ど
も
が
巻
き
込
ま
れ
る
事
件
が
多
発
す
る
中
、

規
制
緩
和
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
こ
と
で
、
青
色
回
転
灯

を
装
備
し
て
地
域
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

　
そ
こ
で
村
で
は
、
平
成
18
年
４
月
に
青

色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
が
発
足
。
小
中
学
生

の
登
下
校
時
間
の
通
学
路
を
中
心
に
毎
日
、

青
パ
ト
が
巡
回
し
て
い
ま
す
。 

　
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
の
は
、
村
か
ら
委
嘱

を
受
け
た
10
人
の
西
原
村
地
域
学
校
安
全

推
進
指
導
員
の
皆
さ
ん
。
パ
ト
ロ
ー
ル
を

適
切
に
行
う
た
め
の
講
習
を
受
け
、
子
ど

も
た
ち
を
は
じ
め
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
に
目
を
光
ら
せ
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
青
パ
ト
に
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
へ
、

子
ど
も
た
ち
や
地
域
の
安
全
の
見
守
り
を

お
願
い
す
る
役
割
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち

の
地
域
の
安
全
は
私
た
ち
の
手
で
一
緒
に

守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 


